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     介護老人保健施設          

通所リハビリテーション 重要事項説明書     通 い 

                                                      

QR 

１.施設の概要  

 （１） 施設の名称等  

   ・施設名      老人保健施設 みのり苑                

   ・開設年月日    平成６年４月１日                  （☝バーコードリーダー対応） 

   ・所在地      青森県十和田市大字切田字横道１００－２２      福祉の里 HP へリンクします。 

   ・電話番号     ０１７６（２５）１１００   

・FAX 番号          ０１７６（２５）１１１５ 

   ・介護保険指定番号 介護老人保健施設（０２５０６８００１４） 

   ・電子メール    minorien@fukushinosato.com 

・ホームページ   www.fukushinosato.com 

 

 （２） 介護老人保健施設の目的と運営方針  

    介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護サービスや機

能訓練サービス等を提供することにより、入所者の能力に応じ自立した日常生活を営めることができるよ

うにし、一日でも早く居宅へ復帰できるよう支援します。また、居宅での生活を一日でも長く継続できる

よう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスも提供します。 

 

（３） 介護老人保健施設の役割  

１．包括的ケアサービス施設 

  利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため 

  利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。 

２．リハビリテーション施設 

  体力や基礎動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的 

な維持期リハビリテーションを行ないます。 

３．在宅復帰施設 

  脳卒中、廃用症候群、認知症等による個〄の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早 

期の在宅復帰に努めます。 

４．在宅生活支援施設 

  自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所リハビリテーションのサービスを 

提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。 

５．地域に根ざした施設 

  家族や地域住民と交流し情報提供を行い、様〄なケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業 

者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価 

・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。 

 

mailto:minorien@fukushinosato.com
http://www.fukushinosato.com/
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（４） 施設の職員体制  

 常勤（内兼務） 非常勤（内兼務） 業務内容 

管理者（施設長） １（１）  管理業務 

医師 １（１） ２ 医療業務 

看護職員 １  看護業務 

介護職員 １７ ２ 介護業務 

理学療法士 ３（３） ４（４） 機能訓練業務 

作業療法士 １（１） １（１） 〃 

管理栄養士 ２  栄養管理業務 

支援相談員 ４  相談業務 

事務職員 １３ １ 事務業務 

合計 ４３（６） １０（５）  

☝職員体制は平成２３年４月 1 日付の配置人員を掲示しております。 

 

（５） 入所定員 （短期入所療養介護含） 

    １００名（内 認知症専門棟 ２０名） 

 

（６） 通所リハビリテーション定員  

    １００名 

 

（７） 療養室 （ ）内は認知症専門棟  

   ・個室 １４室（２室） ・二人室 ９室（1 室） ・四人室 １７室（４室） 

 

（８） 通所リハビリテーション 営業日・営業時間・サービス提供時間  

１．営  業  日    月曜日から日曜日までとする（年中無休） 

２．営 業 時 間    午前８時３０分から午後５時３０分 

３．サービス提供時間    午前９時３０分から午後３時３０分 
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２.サービス概要  

（１） 通所リハビリテーション計画の立案  

当事業は利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に沿い、

通所リハビリテーション計画を作成し、その計画に基づきサービスを提供致します。計画は、利用者・ご

家族の希望を十分に取り入れるほか、利用者に関わるあらゆる職種からの協議内容を基に作成されます。

作成された計画の内容については、利用者・ご家族に十分説明を行なったうえ、同意をいただく事として

おります。 

 

 （２） 食事サービス  

    管理栄養士の作成する献立により、利用者の心身の状態、病状、嗜好及び生活サイクル、利用者の希望

に配慮した食事を提供いたします（特別食として、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等の提供が可能です）。 

・食事はできるだけ食堂でおとりいただきます。食堂以外の場所を希望される場合はお申し付け下さい。 

・食事の時間は原則下記のとおりです。 

    ＊適時の食事提供と云った観点から、なるべくはご希望される時間での配膳に努めます。下記以外の時

間でお食事を希望される場合はお申し出ください。 

 

昼食 １２：００～１３：００ 

  

（３） 入浴  

 一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には、特別浴槽で対応しますが、利用者の心身の状況から入

浴が難しい場合には清拭となる場合があります。 

また、当苑は特別浴槽を除き、全館温泉となっております。温泉の成分などで皮膚トラブルの心配があ

る方は事前にお申し出ください。 

 

  （４） 医学的管理・看護  

    介護老人保健施設は、医師・看護職員が勤務しておりますので、利用者の心身の状況に照らして適切な

医療・看護を行います。 

また、緊急時等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引継ぎをいたします。 

 

（５） 介護  

利用者の心身の状況に応じて作成された、通所リハビリテーション計画に基づいて、適切なケアを提供 

いたします。 

 

（６） 機能訓練  

  理学療法士・作業療法士等の職員による利用者の心身の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下

防止と個別の在宅環境に合わせた援助に努めます。 

 ・必要に応じ、個別のリハビリテーション実施計画を作成し、進捗状況を定期的に評価し、見直しを行い

ます。 
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（７） 相談援助サービス  

  利用者及び家族からのいかなるご相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう

努めます。 

 

（８） 理容サービス  （毎週火曜日、木曜日） 

 

（９） 行政手続代行（介護保険申請代行、認定調査等） 

 

（10） その他  

  上記以外のサービスおよび詳細については、職員までお気軽にご相談ください。 

 

３.利用料金  

◇利用料／日額                                     （単位：円） 

 通所リハビリテーション費

大規模事業所（Ⅱ） 
入浴介助加算 食 費 １日の負担額 

要介護１ 
３～４時間 ３６９ ５０ ４３０ ８４９ 

４～６時間 ４９２ ５０ ４３０ ９７２ 

要介護２ 
３～４時間 ４４３ ５０ ４３０ ９２３ 

４～６時間 ５９８ ５０ ４３０ １,０７８ 

要介護３ 
３～４時間 ５１６ ５０ ４３０ ９９６ 

４～６時間 ７０３ ５０ ４３０ １,１８３ 

要介護４ 
３～４時間 ５９０ ５０ ４３０ １,０７０ 

４～６時間 ８０８ ５０ ４３０ １,２８８ 

要介護５ 
３～４時間 ６６４ ５０ ４３０ １,１４４ 

４～６時間 ９１４ ５０ ４３０ １,３９４ 

＊通所リハビリテーション費・食費は医療費控除の対象となります。 

  

※2 時間以上 3 時間未満の利用等、上記利用時間以外での利用もご相談に応じます。 

 

◇加算利用料金について                                 （単位：円） 

項 目 
加 算 額  

１回につき 
内  容 ☑ 

入浴介助加算 ５０ 
通所リハビリテーション計画上入浴を行うこと

となっている場合に加算されます。 
 

計画作成・見直し加算 ５５０ 

理学療法士・作業療法士等が利用者の居宅を訪問

し、通所リハビリテーション計画の作成・見直し

を行った場合加算されます。 
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項 目 
加 算 額  

１回につき 
内  容 ☑ 

リハビリテーションマネジメント 

加算 

２３０ 

／月 

個別にリハビリテーション実施計画を作成し、計

画に基づいたリハビリテーションの実施・記録・

評価・見直し等を定期的に行った場合に加算され

ます。 

＊月８回以上ご利用され、実施の場合に算定 

 

短期集中リハビ

リテーション実

施 加 算 

退院(所)日または認定日から  

一月以内 
２８０ リハビリテーション実施計画を作成し、集中的に

リハビリテーションを行った場合に加算されま

す。 

 
退院(所)日または認定日から  

一月超３月以内 
１４０ 

個別リハビリテーション実施加算 ８０ 

短期集中リハビリテーション実施加算に準拠 

＊短期集中リハビリテーション実施加算に該当しな

い⇒退院（所）または認定日から３月超の場合 

 

中山間地域等に居住する者への 

サービス提供加算 
5 ㌫ 

当該サービス提供地域以外から利用される場合、

基本報酬の５㌫分に相当する額が加算されます。 
 

 

サービス提供体制 

強化加算 

 

Ⅰ １２ 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が４０％以上の体制である場合に加算されます。  

（別に利用定員・人員基準に適合） 

 

Ⅱ ６ 

直接提供する職員の総数のうち勤続３年以上か

つ３０㌫以上の体制である場合に加算されます。 

（別に利用定員・人員基準に適合） 

 

  ＊加算料金は医療費控除の対象となります。 

◇日用品等の料金について 

当施設では日常生活において必要と想定される下記の利用料については徴収しないこととしております。 

○日用品費 ／ ０円 

    ＜備付け共用品目＞ 石鹸・シャンプー・ボディーソープ・つめきり・めん棒・おしぼり等 

＊通所者の希望により使用したい物品については、利用者・ご家族の方に準備していただきます。 

○教養娯楽費 ／ ０円 

    趣味活動等（例えば革細工、パッチワーク等）にかかる材料費等は当施設で負担いたします。 

 ただし、完成した作品を利用者・ご家族の方が希望される場合、それにかかった材料等の実費相当分 

を請求いたします。また、趣味活動の内容及び費用等については随時ご説明させて頂きます。 

 

◇その他の利用料金                                 （単位：円） 

項目 １回 内  容 

理容料 １,５００ 理容をご利用された場合にお支払いただきます。 

＊その他の利用料金は医療費控除の対象とはなりません。 

◇医療費控除について 

  通所リハビリテーション費及び加算料金は医療費控除の対象となります。その他の利用料金は医療費控除の

対象とはなりません。 
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４.お支払い方法  

毎月１５日までに、前月分の請求書を発行いたします。お支払いは請求書到着後、３０日以内にお願い致 

します。お支払いの確認がとれ次第、領収書を発行致します。 

お支払い方法は、①「現金払い」、②「銀行振込」、③「郵便局の自動引落とし」の 3 通りがあります。銀 

行振込をご利用される場合には、振込名義にてお願いいたします。ご丌明な点がございましたら、事務室ま

でお問い合わせください。 

 

５.協力医療機関  

当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に御協力いただいております。 

○協力医療機関    十和田市立中央病院 

・十和田市西十二番町１４番８号  ☎０１７６-２３-５１２１ 

十和田第一病院 

・十和田市東三番町１０-７０    ☎０１７６-２２-５５１１ 

五戸総合病院 

・三戸郡五戸町沢向１７-３     ☎０１７８-６１-１２００ 

 

○協力歯科医療機関  浅原歯科医院 

           ・十和田市西三番町１５-３７    ☎０１７６-２３-４１８４ 

           高屋歯科 

            ・十和田市稲生町２３-１０     ☎０１７６-２３-８２４１ 

 

６.緊急時の連絡先  

緊急の場合には、「利用同意書」にご記入いただいた緊急時の連絡先へ連絡いたします。 

また、ご利用中に体調を崩された場合、協力医療機関等に搬送し緊急時の連絡先へ連絡しますが、その際 

に連絡がつかない場合は、当施設医師の判断で協力医療機関と調整いたします。 

仮に入院となった際、ご家族等の方が遠方などで早急に病院にくることが丌可能な場合及び、緊急時の連 

絡先へ連絡がつかなかった場合は、家政婦協会に家政婦を依頼することがあります。 

 

７.事故について  

（１）当通所リハビリテーションサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県・保険者お

よび関係各機関ならびに利用者のご家族または代理人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐた

めの対策を講じます。 

（３）通所リハビリテーションサービス利用中の事故のうち、損害を賠償すべき事故である場合には、速やか

に損害の賠償をいたします。（当施設は全老健共済会の損害保険に加入しております。） 

（４）利用者の過失による事故が発生した場合は、利用者及びご家族に責任を持って対応していただきます。

また、当施設が損害を被った場合は、利用者又は代理人に対してその損害の賠償を請求いたします。 
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８.非常災害対策  

防災設備 ・・・ スプリンクラー 、 消火器 、 消火用散水栓等 

防災訓練 ・・・ 年２回実施 

 

９.秘密の保持について  

（１）当施設及び当施設の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及び

ご家族の秘密を漏らしません。 

（２）当施設では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等において必要がある場合

に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用者又はご家族の個人情報を用いま

す。 

 

10.相談・苦情処理等について  

（１） 当施設の相談・苦情窓口 

当施設に関する利用者及びご家族からの相談・苦情に対し、迅速且つ適切に対応するため、下記担

当者を置き、事実関係の調査を実施し、利用者及びご家族の方へ説明いたします。また、ご意見箱に

おいて苦情を申し出ることもできます。 

相談・苦情受付窓口 ・・・ 支援相談室  

問合せ先   ・・・ ０１７６（２５）１１００（代） 

受付日    ・・・ 月曜日～土曜日、祝日 

受付時間   ・・・ 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

（２） ご意見箱の設置場所 

ご意見箱設置場所 ・・・ １）事務室窓口となり 

              ２）２階サービスステーションとなり 

３）通所リハビリテーション出入り口 

※ご意見用紙はご意見箱の横へ設置してあります。 

 

（３） 第三者委員 

     当法人（社会福祉法人 福祉の里）では客観的に外部の立場から、苦情・要望の解決にあたる第三者 

委員を設置しております。 

 

【第三者委員】  苫米地 孝子 ・ 長井 竹 

 

（４） 外部機関  

当施設以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合等の窓口に相談・苦情を伝える

事が出来ます。 

     

 １）十和田市高齢介護課       

０１７６（２３）５１１１  （内線２５４・２５５） 
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２）青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会）    

０１７（７２３）１３３６ 

     ３）青森県運営適正化委員会（福祉サービス相談センター） 

        ０１７（７３１）３０３９ 

 

 

 

 相談・苦情解決の流れ    

                                  報告  

                         相談・苦情発生         第三者委員や  

                                   連絡    外部機関など 

            利用者・ご家族   訴え              

               

①受付け窓口が事実内容を確認致します   事 実 確 認 

 

     ②解決方法などを検討致します       苦 情 対 策 会 議  （再発防止委員会） 

 

    ③解決策を講じます            解 決 策 の 実 施 

 

    ④利用者・ご家族へ適正な改善       状 況 の 確 認 

     が図られたか確認致します 

                     解 決       未 解 決 

                                                            ＊未解決の場合は、再度対策会議（②） 

                    結果の公表      を開催し新たに対策を講じます。 

                                ＊但し、個人が特定されるものを除きます。 

 

11・施設利用にあたっての連絡事項  

 

（１） 持ち物  

持ち物には、必ず本人の名前をご記入ください。 

・ 上履き           ・ タオル          ・ バスタオル 

・ 着替え（下着等）      ・ 昼のお薬         ・ オムツ等 

 

（２） 休まれる場合  

本人の体調や家族の都合により休まれる場合は、当日の午前８時半までに下記連絡先にご連絡ください。 

・ みのり苑 支援相談室            ０１７６（２５）１１００ 

・ みのり苑 通所リハビリテーション（直通）  ０１７６（２５）７０００ 
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（社会福祉法人 福祉の里） 

 

（３） 利用日を変更したい場合  

本人の体調やご家族の都合により、利用日の変更をしたい場合は、担当の介護支援専門員（ケアマネー

ジャー）に連絡するか、または当日の午前８時半までに下記の連絡先にご連絡ください。 

・ みのり苑 支援相談室            ０１７６（２５）１１００ 

・ みのり苑 通所リハビリテーション（直通）  ０１７６（２５）７０００ 

 

（４） 所持品  

多額な現金および貴重品（ブレスレット・ネックレス・指輪等貴金属）などの持参はご遠慮願います。

当サービス利用にかかる上記紛失、破損等の保証は致しかねます。また、ナイフ・はさみ等危険物と成り

得る物品の持ち込みもご遠慮ください。 

 

（５） 内服薬  

内服薬はご利用時間内に必要な分を準備ください。 

 

（６） 利用中の体調管理について  

   当施設到着後、体温、血圧測定等を行います。また、利用中、体調に変化があった場合は、ご家族 

  かかりつけ医等へ連絡し、速やかに対応いたします。 

 

（７） その他  

    ご利用中の飲酒・喫煙は出来ません。また、飲食物の持ち込みについてもご遠慮いただいております。 

 

12・法人および施設運営に関する情報の公開 

社会福祉法人福祉の里の運営に関する詳細（財務内容・事業内容ほか）は社会福祉法・介護保険法の規定に

より随時、閲覧することができます。閲覧を希望される方は直接事務室までお申し出ください。 

また、法人ホームページ（www.fukushinosato.com）および広報誌「広報みのり」等においても情

報の公表に努めて参ります。 

QR   

 

 

 

1３・お問い合わせ及び施設見学等について 

  介護に関する相談やお問い合わせ、施設見学等につきましては随時対応させていただきます。また、当法人

の詳細につきましては別途パンフレットがございます。お気軽に申しつけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fukushinosato.com/
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重要事項説明書【別紙】 

 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 

 

当法人は信頼の介護サービスに向けて、利用者様に良い看護・介護を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「利用者様の個人情報」に

つきましても適切に保管し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当法人では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履

行に努めます。 

 

１．個人情報の収集について 

   当法人が利用者様の個人情報を収集する場合、利用者様の看護及び介護にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する

場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、了解を得た上で実施いたします。ウェブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたし

ます。 

２．個人情報の利用及び提供について 

   当法人は、利用者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。 

○ 利用者様の了解を得た場合 

○ 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合 （注１） 

○ 法令等により提供を要求された場合 

   当法人は、法令の定める場合を除き、利用者様の許可なく、その情報を第三者に提供いたしません。 （注２） 

３．個人情報の適正管理について 

   当法人は、利用者様の個人情報について、正確かつ最新の情報に保ち、利用者様の個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん又は利用者様の

個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 

４．個人情報の確認・修正等について 

   当法人は、利用者様の個人情報について利用者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当法人の「利用者情報の提供等

に関する指針」に従って対応します。又、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。 

５．お問い合わせ窓口 

   当法人の個人情報保護方針に関してのご質問や利用者様の個人情報のお問い合わせは下記の窓口でお受けいたします。 

        

  「 窓 口 」 社会福祉法人福祉の里 統括本部総務部  山本 貴之 

 介護老人保健施設みのり苑 支援相談室  田中 裕之 

            連絡先 0176－25－1100（代） 

６．法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善 

   当法人は個人情報保護方針に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宣行い、個人情報保護の

仕組みの継続的な改善を図ります。 

                                              平成 19 年  10 月 1 日 

                                              社会福祉法人 福祉の里 

                                               理事長  山本 孝司 

 

（注１）単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態をいう。 

（注２）第三者とは、情報主体及び受領者（事業者）以外をいい、本来の利用目定に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を 

得られていない団体又は個人を指す。 

※ この方針は、利用者さまのみならず、当法人の職員および当法人と関係のある全ての個人情報についても上記と同様に取り扱います。 
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当法人では利用者様の個人情報の保護に万全の体制をとっています 

 

当法人では、利用者様の個人情報については下記の目的に利用し、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。

なお、疑問などがございましたら担当窓口にお問い合わせください。 

 

当法人での利用者様の個人情報の利用目的は 

 

１． 法人内での利用 

（１） 利用者様に提供する看護・介護サービス 

（２） 介護保険事務 

（３） 入退所等の居室等管理 

 （４） 会計・経理 

（５） 看護・介護事故等の報告 

（６） 当該利用者様への看護・介護サービスの向上 

（７） 施設内実習への協力 

（８） 医療の質の向上を目的とした施設内症例研究 

（９） その他、利用者様に係る管理運営業務 

２．法人外への情報提供としての利用 

（１） 病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者、市町村等との連携 

（２） 他の介護サービス事業者等との連携 

（３） 利用者様が診療等の為、外部に医師等の意見・助言を求める場合 

（４） 検体検査業務等の業務委託 

（５） ご家族等への説明 

（６） 保険事務の委託 

（７） 審査支払機関へのレセプトの提供 

（８） 審査支払機関または保険者からの紹介への回答 

（９） 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知 

（10） 賠償責任保険等に係る、看護・介護に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等 

（11） その他、利用者様への介護保険事務に関する利用 

３．その他の利用 

（１） 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

（２） 外部監査機関への情報提供 

 

①上記の内、他機関への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出下さい。 

②お申し出がないものついては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 

③これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 

 

 

 

                      社会福祉法人 福祉の里 
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（社会福祉法人 福祉の里） 

 

 

 

 

＜重要事項説明同意書＞ 

平成  年  月  日 

 

 

通所リハビリテーションサービスの提供にあたり、本書面に基づいて重要な事項を説明

しました。 

 

 

事業所 所在地 青森県十和田市大字切田字横道１００－２２ 

名 称 介護老人保健施設 みのり苑 

 

 

説明者                      印 

 

 

 

 

私は、本書面により、事業所から通所リハビリテーションサービスについての重要事項

の説明を受け、その内容について同意いたします。 

 

 

利用者 住 所                      

 

 

氏 名                      印 

 

 

 

代理人 住 所                      

 

 

氏 名                      印 


